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１ 研究の目的 

再犯防止に向けて刑事施設では各種取

組が推進されており、プログラム等の充

実化や指導者の育成と並び，受刑者の処

遇参加への動機付けをどのようにして高

めるかが重要な課題の一つとされてきた

（藤岡,2014；法務総合研究所,2009）。

そもそも受刑者の場合、社会生活を送る

中でカウンセリングに自発的に訪れるク

ライエントと異なり、司法手続きによっ

て刑事施設への収容が決定し、再犯防止

の必要性に応じてプログラム等への参加

を義務付けられる。そのため、必ずしも

プログラム等の受講を前向きに捉えてい

る者ばかりではなく、動機付けを高め、

維持することが必要となる。こうした状

況において、処遇参加への動機付けを高

めるために行われている取組としては、

動機付け面接や改善指導プログラム内で

のフォローアップなど、犯罪心理臨床場

面での個別的な働き掛けが行われてきた

（藤岡,2007）。すなわち、動機付けの問

題を扱う場合には、心理学等を専門とす

るスタッフと受刑者との社会相互作用に

焦点が当てられることが多かった。 

一方、社会心理学や産業・組織心理学

の領域では、集団・組織内の社会的相互

作用に注目し、それらが構成員の態度や

行動等にどのような影響をもたらすかが

検討されてきた。その中で注目すべき概

念として「公平・公正」がある。自らが

上司等の権威者から公平・公正に扱われ

ていると知覚することで，（自分にとっ

て）不利益な結果であっても自発的に受

け入れることや，指示に進んで従うこと，

集団・組織に貢献する行動を取るなど，

順社会的な行為が促されることが確認さ

れ ている （タイ ラーら ,2000； 今在

ら,2013）。すなわち、個人の主観的公正

知覚によって集団・組織における積極的

な関与が強まることが確認されている。

「公平・公正」は、矯正職員に求められ

る基本的な姿勢の一つとされているが、

そこでは、不適切な処遇を防止するとい

った観点で捉えられることが多く、「公

平・公正」がもたらす肯定的な影響に焦

点が当てられることはなかった。ただし、

社会心理学や産業・組織心理学の知見を

刑事施設に照らして考えてみると、担当

職員の監督下にある受刑者が、職員から

公平・公正に扱われていると認識するこ

とで、刑事施設における取組に積極的に

関与することが期待できる。 

本研究では、公平・公正に関する心理

学的な研究を応用することで、受刑者の

処遇参加を高めるための新たなアプロー

チ方法、すなわち組織的な働き掛けによ

る効果を探ることを目的としている。具

体的には、再犯防止施策の一つである職

業訓練に着目し、受刑者が自らに対する

処遇を（不）公平・（不）公正と認識す

ることと、そうした訓練に対する姿勢に

どのような関係があるかを検討する。 

 

２ 方法 

本研究では、法務省矯正局が全国の刑

事施設で実施された釈放時アンケートの

回答データ（令和３年実施分）について

同局から提供を受け、その一部を分析し

たものである 

（1） 調査対象者 

  釈放となる受刑者のうち、アンケー

トの趣旨や調査票の内容が目的外に使

用されないこと、回答は任意であるこ

とを説明した上で記入を求め回答した

者である。 

（2） 分析対象 

  釈放時アンケートは、性別及び年齢

層のほか、「矯正処遇の目標」、「謝

罪・被害弁償等」、「職員」、「他の

受刑者」など１９領域にわたる質問か

ら構成されている。本研究では、この

うち「職員」と「職業訓練」の領域を

分析の対象とした。「職員」の領域は、

一番長く担当した職員について、親切

さ、相談しやすさ、公平さ、信頼感、
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考え方、勤務姿勢、態度、言葉遣いを

それぞれ３件方で回答を求めている。

上記１のとおり、本研究では“公平さ”

（選択肢：①公平、②不公平、③どち

らともいえない）に注目した。一方、

「職業訓練」については５項目で構成

されており、このうち本研究では、今

回の受刑で職業訓練を受けたかどうか

（選択肢：①受けた、②受けていな

い）、職業訓練が社会復帰に役立つか

どうか（選択肢：①役立つ、②役立た

ない、③どちらともいえない）、職業

訓練を受けなかった理由（選択式：①

応募したが、選ばれなかった、②受け

たくなかった、③受けたい職業訓練が

なかった）の３項目を分析の対象とし

た。 

 

３ 結果 

一番長く担当した職員に対する公平さ

に関する回答と、①職業訓練の有無、②

職業訓練を受講しなかった理由及び③職

業訓練が社会復帰に役立つかについての

回答との間に関連があるか検討するため

にそれぞれカイ２乗検定を行った。 

公平さと職業訓練の有無については、

両者の間に有意な関連が見られた（χ２

（２，Ｎ＝10,355）＝16.26,p＜.001）。

残差分析の結果、職業訓練を受講した受

刑者は担当職員を“公平”であると回答

することが有意に多く、また、職業訓練

を受講しなかった受刑者は公平さについ

て“どちらでもない”と回答することが

多かった（Table１）。一方、それ以外の

項目については、公平さとの間に有意な

関連は見られなかった。 

 

Table1 公平さと職業訓練受講の有無にお

けるχ２検定 

 
  

４ 考察等 

分析の結果、職業訓練を受講と、担当

職員から公平に扱われたといった受刑者

の知覚との間に関連が示された。本研究

では、両者の因果関係を明らかにするこ

とはできないものの、職業訓練を受講す

るに当たっては、自ら訓練に応募するこ

とが必須になることを考えると、担当職

員から公平に扱われたといった主観的知

覚が職業訓練の応募を促す一因になった

可能性がうかがえる。 

受刑者の処遇参加への動機付けを高め

るためには、動機付け面接等を活用し、

各受刑者の意識に働き掛けることが有効

であるが、その課題の重要性や困難さを

考えると、刑事施設が有する資源を十分

に活用し、様々な角度からアプローチす

ることが求められる。受刑者にとって担

当職員から受ける処遇は、刑事施設内で

受ける重要な社会的サポートであり、そ

の中でも“公平さ”は受刑者の大きな関

心ごとの一つでもある（法務省,2021）。

公平・公正に着目する際、不公正の知覚

がもたらすネガティブな側面に焦点が当

てられることが多かったが、集団・組織

における順社会的な行為を促すといった

知見を応用し、実務的な研究を進めるこ

とが重要である。 
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